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松本市森林長期ビジョン策定業務委託公募型プロポーザルの質問に対する回答 

松本市 森林環境課 

No 
質問事項 内 容 回 答 

１ 審査項目の「技術者

の評価」 

技術士または森林総合監理士となっている

が、技術士に代えて森林総合監理士が在籍して

いれば、参加資格要件を満たすと捉えて良いの

か？ 

管理技術者に技術士（森林部門、環境部門、総合技術管理部門のいず

れか）または、森林総合監理士の資格者が在籍していれば参加資格要件を

満たすこととします。 

２ 仕様書 ４業務の内

容 ⑵森林、林業に

関わる基礎調査につ

いて 

森林簿や林地台帳・施業履歴等が記録された

shpデータ等の資料は提供して貰えるのか？ま

た、情報整理に関する成果物は「背景や課題を

整理するもの」として、あくまでも内部資料と

しての活用を想定しているが、成果物として提

出・報告する必要はあるのか？ 

⑴ 森林簿、林地台帳等のデータは、情報セキュリティ確保に関する共通

仕様書に基づき使途目的により発注者が了承した場合提供します。 

⑵ 情報整理に関する成果物としては、背景や課題を整理した根拠として

提出をお願いします。 

３ 仕様書 ４業務の内

容 ⑶市民、事業者

向けのアンケート調

査について 

アンケート対象者の選定は受託者側で行うの

か？アンケート送付先リストは松本市から提供

して貰えるのか？受託者側でアンケート送付先

を選定する場合、住所等個人情報などについ

て、どのように収集すれば良いか？ 

⑴ アンケート対象者選定を含む手法については、審査項目の対象です。 

⑵ 住所等個人情報は、情報セキュリティ確保に関する共通仕様書に基づ

き提供します。 

４ 仕様書 ４業務の内

容 ⑷イベントにお

ける意見のとりまと

めについて 

フォーラム参加者の意見とりまとめとは具体

的に何をとりまとめるのか？何を取りまとめ

て、どのように活用するかについてもプロポー

ザルにおいて提案する必要があるのか？ 

イベント等における参加者からの森林林業に関する意見要望を聴取し、

それらをとりまとめ、どのようにビジョンに反映させるかについて企画提

案をお願いします。 
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５ イベントやフォーラ

ムについて 

企画・提案・運営主体は別の委員会が行う物と

し、当該プロポーザル受託者はあくまでも「補佐

的な関わり方」という認識で良いか？ 

企画・提案・運営について、受託者は補佐的な関わり方になります。 

６ 市民会議運営委員会

について 

参考として過去に開催された委員会における

①開催時間②資料配付枚数（カラー・白黒別）、

を教えて頂きたい。 

市民会議運営委員会は今年度から開催するため、過去の資料はありませ

ん。 

なお、市民会議とは異なりますが、令和３年度に開催した松本市森林再生

実行会議については開催時間、資料等については市ホームページで公表し

ていますので参照してください。 

７ 業務委託について 本事業の一部を別法人に業務委託をすること

は認められるのか 

企画提案書に再委託する業務内容、相手先、理由を記載したうえで、市の

承認を得た場合は再委託を認めます。 

（松本市業務委託標準契約約款（令和２年４月１日改正）第７条のとおり） 

    

    

 


